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福岡市地域包括ケアシステム推進会議設置要綱 

 

（設置目的） 

第１条  高齢者が、個人として尊重され、人生の最期まで住み慣れた地域で、自立した生活を

安心して続けることができるよう、保健（予防）、医療、介護、生活支援、住まいが一

体的に切れ目なく提供される地域包括ケアシステムの実現を目指して、福岡市における

ネットワーク構築や市レベルの課題解決等を図るとともに、関係団体等と行政による一

体的な取組を推進するため、介護保険法第 115 条の 48 の規定に基づく福岡市における

最上位の「地域ケア会議」として、関係団体等と行政の代表者からなる福岡市地域包括

ケアシステム推進会議（以下「市推進会議」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 市推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 全市レベルの関係団体等とのネットワークの構築に関すること。 

(2) 全市レベルの課題の集約・整理に関すること。 

(3) 全市レベルの課題解決に向けた政策形成に関すること。 

(4) 福岡市における地域包括ケアシステムの目指す姿やその実現に向けた取組の方向性に関

すること。 

(5) 保健（予防）、医療、介護、生活支援、住まいのサービスに係る関係団体等の取組の推進

に関すること。 

(6) その他、地域包括ケアの推進に関すること。 

 

（組織） 

第３条 市推進会議は、次に掲げる関係団体等から選出された委員をもって組織する。 

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者並びに職能団体等 

(2) 医療サービスに関する事業者及び職能団体等 

(3) 介護保険以外の地域資源を担う関係団体等 

(4) 地域における権利擁護等、相談業務を担う関係団体等 

(5) 賃貸住宅事業者 

(6) 学識経験を有する者 

(7) 福岡市 

２ 特別の事項を検討・協議するため必要があるときは、市推進会議に臨時委員を選任するこ

とができる。 

３ 市推進会議は、必要に応じ関係者の出席を求め、その意見または説明を求めることができ

る。 

 

 （任期） 

第４条 市推進会議の委員の任期は３年とし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員を生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 



（運営） 

第５条 市推進会議に会長及び副会長をそれぞれ１人置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、市推進会議を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 市推進会議は、会長が招集する。 

 

（専門部会） 

第７条 市推進会議は、次の各号に掲げる専門部会を置き、各事項を検討するものとする。 

(1)保健（予防）部会 [自立支援型介護の推進と介護予防に関する事項] 

(2)医療部会 [在宅医療の推進及び介護との連携に関する事項] 

(3)介護部会 [介護サービスの質の向上（介護サービス従事者の研修の充実、事業者や関係

機関との有機的連携など）に関する事項] 

(4)生活支援部会 [生活支援サービスに関する事項] 

(5)住まい部会 [高齢者等への居住支援に関する事項] 

ただし、住まい部会は、「福岡市居住支援協議会専門部会」をもってこれにあてる。 

(6)認知症支援部会[認知症の人とその家族への総合的かつ継続的な支援体制に関する事項] 

(7)権利擁護部会 [高齢者等への権利擁護支援に関する事項] 

ただし、権利擁護部会は、「福岡市権利擁護支援ネットワーク協議会」をもってこれにあて

る。 

２ 専門部会の運営については、第３～５条の規定を準用する。 

 

（会議の公開） 

第８条 市推進会議及び専門部会は原則公開とする。ただし、会議における審議の内容が、福

岡市情報公開条例第７条各号に掲げる情報（非公開情報）に関するものであるとき、又

は、会議を公開することにより、当該会議の適正な運営に著しい支障が生じると認める

ときは、この限りではない。 

２ 会議の傍聴に係る手続きその他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。 

 

（秘密保持義務） 

第９条 委員及びその他会議に出席した者は、会議において知り得た非公開情報を他に漏らし

てはならない。 

 

（事務局） 

第１０条 市推進会議の事務局は、福岡市福祉局生活福祉部地域包括ケア推進課に置く。ただ

し、認知症支援部会の事務局は、福岡市福祉局ユマニチュード推進部認知症支援課に置

く。 

 



（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、市推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定め

る。 

 

附則 

この要綱は、平成２７年７月１日から施行する。 

  この要綱は、令和３年５月１日から施行する。 

  この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

  この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
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2025年に向けた地域包括ケアの
取組みの評価・分析【進捗報告】

資料１

令和７年11月６日（木）

令和７年度第１回地域包括ケアシステム推進会議

＜議題（１）＞



資料構成と、ご意見いただきたい点

1

「各分野の評価できる点」や
「各分野で今後取組みが必要な点」
を中心に、ご意見やアドバイス等を
お願いします。

「地域包括ケアの仕組みや、
全体として対応が必要だと考えられ
る課題」を中心に、ご意見やアドバ
イス等をお願いします。



評価の考え方と評価フレーム

2

１．評価の全体像

分野 各分野の目指す姿（大分類） 取組みの方向性（中分類）

ａ． 健康づくり・介護予防の周知・啓発

ｂ．持続的な健康づくり・介護予防活動の推進

Ａ．医療ニーズが高い人でも在宅生活ができることについて市民の理解がある ａ．高齢者を支える「医療サービス」等の周知・啓発

ａ．在宅医療に関わる多職種間での情報共有

ｂ．円滑な入院・退院支援の実施

ｃ．在宅医療の体制整備

ｄ．専門職の在宅医療に関する理解促進

ｅ．在宅生活の急変時等に対応ができる体制整備

ｆ．認知症の人に対する在宅での医療提供体制の充実

ｇ．本人の意思決定プロセスの支援

Ａ．市民が「自立」の理念と「介護サービス」の仕組みを正しく理解している ａ．「自立」の理念と「介護サービス」に関する周知・啓発

ａ．利用者の状況に合わせたケアマネジメントの実施

ｂ．介護従事者の人材確保

c．多様な在宅介護サービスの確保

ｄ．認知症の人の在宅生活継続支援

ａ．多様な生活支援等サービスの提供、情報発信

ｂ．高齢者の権利を守るための支援の充実

Ｂ．家族など介護者も無理なく日常生活を送っている ａ．家族等介護者への支援体制の充実

Ｃ．高齢者が孤立せず，地域と関わりをもった生活を送っている ａ．地域との関わり、地域住民との関係保持のための支援

ａ．高齢期の住まい方の意識啓発

ｂ．身体状況に応じた適切な住まいの確保

ｃ．経済的困窮者や身寄りがない人の住まいの確保

ｄ．住宅管理部門と連携した高齢者等への伴走型支援

Ａ．高齢者が住み慣れた地域において、心身や経済状況等に応じた適切な住まいで，生活を
送っている

生活支援

介護

住まい

保健（予防） Ａ．市民が積極的に健康づくり・介護予防に取り組んでいる

Ｂ．高齢者が在宅で必要な医療サービスを受けられる
医療

Ｂ．高齢者が自立支援を基本に，必要な介護サービスを適切に利用できる

Ａ．高齢者が必要に応じて、食事・買い物・見守り・安否確認・財産管理などの生活支援等サー
ビスを受けられる

•

•

①～③は
資料４～21頁

④は
資料22～54頁



評価の方法

3

１．評価の全体像

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

•



２．分野別の評価

（１）各分野のめざす姿の実現に向けた取組み

（関係団体・行政の取組み状況）

（２）専門職向けアンケートの結果

（３）社会動向の変化（統計データ）

（４）取組みの分野別評価

4



関係団体の取組み状況の把握・評価の方法

•

•

5

〇自己評価は、厳密な基準を設けず、各団体で主観的に判断して
頂いた。判断基準（例）は次のとおり。

【進展している例】
• スキルの向上につながっている、参加者から好評を得ている、

多職種とのつながりができている、受講者数が増加している
（増加していない場合でも活動目的の達成につながっていれば、
進展していると評価する） など

【停滞している例】
• 参加希望者の減少、研修受講者のニーズに合わなくなっている、

新たなテーマが見つからない、人手不足のため活動を継続する
ことが困難 など

（１）各分野のめざす姿の実現に向けた取組み

〇選択肢のスコア

・非常に進展している ＝ ２点
・進展している ＝ １点
・継続（維持）している＝ ０点
・停滞している ＝ー１点
・非常に停滞している ＝ー２点



関係団体・行政の取組み数（分野別）

•

6

（１）各分野のめざす姿の実現に向けた取組み

•



関係団体・行政の取組み数（取組みの方向性別）

•

•

7

（１）各分野のめざす姿の実現に向けた取組み



関係団体の取組み自己評価スコア（分野別）

8

（１）各分野のめざす姿の実現に向けた取組み



関係団体の取組み自己評価スコア（取組みの方向性別）

9

（１）各分野のめざす姿の実現に向けた取組み



専門職からの評価（取組みの方向性ごと）

•

（２）専門職向けアンケートの結果

10



専門職からの評価スコア（分野ごと）

•

11

（２）専門職向けアンケートの結果



専門職からの評価スコア（取組みの方向性ごと）

12

（２）専門職向けアンケートの結果



アンケートでの評価（自由記述）

13

（２）専門職向けアンケートの結果

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•



めざす姿の達成状況を把握するための分野別指標

14

（３）社会動向の変化（統計データ）

•

•

•

•



①高齢者の意識や行動に関する指標

15

（３）社会動向の変化（統計データ）



②社会資源の構築に関する指標

16

（３）社会動向の変化（統計データ）



保健（予防）分野の評価

•

•

•

●取組みの傾向












●主な評価点 ●主な今後の課題












（４）取組みの分野別評価

17



医療分野の評価

•
•
•

•

•

•

●取組みの傾向










●主な評価点 ●主な今後の課題











（４）取組みの分野別評価

18



介護分野の評価

•

•

•

•

●取組みの傾向











●関係団体の主な評価点 ●関係団体の主な今後の課題












（４）取組みの分野別評価

19



生活支援分野の評価

•

•

•

20

●取組みの傾向













●関係団体の主な評価点 ●関係団体の主な今後の課題









（４）取組みの分野別評価



住まい分野の評価

•

•

21

●取組みの傾向






●主な評価点 ●主な今後の課題










（４）取組みの分野別評価



３．全体に関わる評価

（１）国の制度や社会動向の変化

（２）地域課題の傾向

（３）地域ケア会議の状況

（４）分野横断的な取組み

（５）各区の取組み

（６）対応が必要だと考えられる課題
（第１回推進会議時点）

22



国の動向と福岡市地域包括ケア・アクションプラン

23

（１）国の制度や社会動向の変化



24

（１）国の制度や社会動向の変化





25



（１）国の制度や社会動向の変化



26





（１）国の制度や社会動向の変化



27

•

（１）国の制度や社会動向の変化



28





（１）国の制度や社会動向の変化



29



（１）国の制度や社会動向の変化



30



（１）国の制度や社会動向の変化



区地域ケア会議からの地域課題の傾向①（件数）

•

31

【区地域ケア会議から出された地域課題の件数】

（２）地域課題の傾向



区地域ケア会議からの地域課題の傾向②（分野別）

•

•

32

【区地域ケア会議から出された地域課題の分野別件数】

※複数分野にまたがるものは重複して計上しているため、合計数は報告された課題件数と一致しない。

（２）地域課題の傾向



区地域ケア会議からの地域課題の傾向③

33

（２）地域課題の傾向

【区地域ケア会議から出された地域課題の取組みの方向性別の件数】



個別支援会議で取り上げられるケースの傾向
【開催件数】

34

•
•

320

476

372 377

310
349

413
387

478
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平成28 平成29 平成30 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

個別支援会議の開催件数
（件数）

（年度）

（３）地域ケア会議の状況



個別支援会議で取り上げられるケースの傾向
【検討した課題：個人の課題（症状）】

35

•

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

課題 （％） 課題 （％） 課題 （％） 課題 （％） 課題 （％） 課題 （％）

1 認知症による症状 56.0 認知症による症状 54.5 認知症による症状 53.0 認知症による症状 43.1 認知症による症状 46.3 認知症による症状 47.5

2 精神症状 18.3 精神症状 17.4 身体症状 16.9 精神症状 17.2 身体症状 18.3 身体症状 16.1

3 身体症状 14.3 身体症状 16.1 精神症状 16.6 身体症状 15.3 精神症状 14.5 精神症状 14.2

4 依存症 2.4 知的障がい 3.9 依存症 1.4 依存症 1.9 知的障がい 2.1 知的障がい 3.8

5 知的障がい 1.1 終末期 1.0 知的障がい 0.6 知的障がい 1.2 依存症 0.8 終末期 0.8

6 終末期 0.3 依存症 0.6 終末期 0.3 終末期 1.0 終末期 0.3 依存症 0.6

（３）地域ケア会議の状況



個別支援会議で取り上げられるケースの傾向
【検討した課題：個人の課題（日常の課題）】

36

•

•

（３）地域ケア会議の状況

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

課題 （％） 課題 （％） 課題 （％） 課題 （％） 課題 （％） 課題 （％）

1 経済困窮、金銭管理 34.0 経済困窮、金銭管理 30.3 経済困窮、金銭管理 31.5 経済困窮、金銭管理 33.2 経済困窮、金銭管理 36.7 経済困窮、金銭管理 38.5

2 食事、栄養 17.5
疾患、介護（未受

診、拒否含）
16.1

疾患、介護（未受

診、拒否含）
14.9

疾患、介護（未受

診、拒否含）
11.4 食事、栄養 14.0 食事、栄養 13.0

3 運動、移動 15.4 食事、栄養 14.2 食事、栄養 14.6 食事、栄養 10.7 運動、移動 13.4 運動、移動 12.6

4
疾患、介護（未受

診、拒否含）
12.7

コミュニケーション

能力、対人
12.6 運動、移動 13.8 ゴミの問題 9.7

疾患、介護（未受

診、拒否含）
11.9

疾患、介護（未受

診、拒否含）
11.3

5 服薬管理 9.8 運動、移動 11.9 服薬管理 10.6 運動、移動 9.7
コミュニケーション

能力、対人
10.9 入浴、更衣、整容 8.6

6
コミュニケーション

能力、対人
9.3 服薬管理 11.0

家事（洗濯、掃除、

調理等）
9.5

コミュニケーション

能力、対人
9.0 入浴、更衣、整容 9.0

コミュニケーション

能力、対人
8.4

事件・事故・火災の

懸念
8.7

服薬管理 8.7

8.9
家事（洗濯、掃除、

調理等）
8.3 服薬管理 7.3

コミュニケーション

能力、対人
7
家事（洗濯、掃除、

調理等）
9.3

家事（洗濯、掃除、

調理等）
10.6



個別支援会議で取り上げられるケースの傾向
【検討した課題：周囲環境や支援（家族・地域・専門職等）】

•

•
•

（３）地域ケア会議の状況

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

課題 （％） 課題 （％） 課題 （％） 課題 （％） 課題 （％） 課題 （％）

1 家族の介護負担等 31.8 家族の介護負担等 30.3 家族の介護負担等 30.4 家族の介護負担等 27.4 家族の介護負担等 35.9 虐待、権利侵害 32.8

2 キーパーソン不在 19.9
支援に必要な情報

（共有）不足
23.5 キーパーソン不在 20.1 虐待、権利侵害 18.6 虐待、権利侵害 22.0 家族の介護負担等 30.3

3
支援に必要な情報

（共有）不足
16.7

地域、専門職の負担

過多・不安
22.3 虐待、権利侵害 19.8 キーパーソン不在 14.3 キーパーソン不在 18.1

支援に必要な情報

（共有）不足
14.6

4
地域、専門職の負担

過多・不安
15.6 キーパーソン不在 17.4

地域、専門職の負担

過多・不安
16.9

地域、専門職の負担

過多・不安
13.8

支援に必要な情報

（共有）不足
14.2 キーパーソン不在 13.4

5
住居環境や住宅の問

題
14.6 虐待、権利侵害 14.2

支援に必要な情報

（共有）不足
16.0

支援に必要な情報

（共有）不足
13.6

住居環境や住宅の問

題
12.7

住居環境や住宅の問

題
10.9

6
近隣等とのトラブ

ル・苦情
14.1

専門職の連携・調整

不足
13.5

専門職の連携・調整

不足
13.5

近隣等とのトラブ

ル・苦情
11.9

近隣等とのトラブ

ル・苦情
9.6

専門職の連携・調整

不足
10.0

虐待、権利侵害 13.0

専門職の連携・調整

不足
13.0

8.6
専門職の連携・調整

不足
11.4

地域、専門職の負担

過多・不安
9.3

地域、専門職の負担

過多・不安
7

近隣等とのトラブ

ル・苦情
11.3

近隣等とのトラブ

ル・苦情
12.0

37



30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

未解決の割合が高い課題（上位10項目）

精神症状

身体症状

認知症による症状

虐待、権利侵害

コミュニケーション能力、対人

住居環境や住宅の問題

経済困窮、金銭管理

キーパーソン不在

疾患、介護（未受診、拒否含）

入浴、更衣、整容

（％）

（年度）

個別支援会議で取り上げられるケースの傾向
【課題の解決状況】

38

•

•
•

（３）地域ケア会議の状況



個別支援会議で取り上げられるケースの傾向
【 】

39

•

•

96.4 96.8 97.4

61.0

71.6 69.3

53.3 56.3
62.1

9.0 8.4

5.4
2.4 2.6

2.10.0 0.0

6.9

41.2
37.0 34.7

80.4 77.9
87.5

60.2

59.4

51.0

37.8

37.0

29.3

32.0
25.6 24.7

15.9
21.0

12.0 11.9
5.7 5.4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

平成28 平成29 平成30 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６

個別支援会議の開催目的（会議機能）の構成比

個別課題解決 個別課題解決（処遇困難） 個別課題解決（在宅医療）

個別課題解決（その他） ネットワークづくり 地域課題発見

（年度）

（％）

（※）

（３）地域ケア会議の状況



分野横断的な取組みの概要

•

40

（４）分野横断的な取組み



①認知症ケアパスの作成・普及
（認知症の人やその家族等の状況に応じた適切なケアの検討）

41

•

•

•

•
•

（４）分野横断的な取組み



①認知症ケアパスの作成・普及
（認知症の人やその家族等の状況に応じた適切なケアの検討）

42

（４）分野横断的な取組み



②地域包括ケア理解促進講座・実践促進講座
（専門職の地域包括ケアの理念共有・実践促進）

43

•

•

•

•

（４）分野横断的な取組み



②地域包括ケア理解促進講座・実践促進講座
（専門職の地域包括ケアの理念共有・実践促進）

44

※１ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、実施せず
※２ オンラインによる動画配信により実施

実施

回数
参加人数

実施

回数
参加人数

H28 ３回 101名 １回 33名

H29 ７回 142名 １回 14名

H30 11回 272名 ８回 271名

R元 ７回 226名 ６回 179名

R２

R３

動画配信 403名 ※２

R５ 動画配信 315名 1回 27名

動画配信 201名

中止 ※１118名 ※２

年度

理解促進講座 実践促進講座

中止 ※１ 中止 ※１

R６
フォローアップ研修 8名 ※２

1回 26名

フォローアップ研修 14名
R４ 中止 ※１

（４）分野横断的な取組み



③ゆる～く備える親の介護講座（多世代に向けた自立生活の啓発活動）

45

•

•

•
•

（４）分野横断的な取組み



③ゆる～く備える親の介護講座（多世代に向けた自立生活の啓発活動）

46

※１ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、セミナーは実施せず、講座の案内を郵送

市民向け動画

実施

回数

延べ

参加人数
再生回数

実施

回数

参加人数

（社数）

H28 11回 682名 1回 49名

H29 15回 760名 1回 50名

H30 17回 636名 1回 48名

R元 14回 493名 1回 42名

R２ ５回 152名 － （1,092社）※1

R３ ６回 85名 1,015回 － －

R４ ９回 198名 1,428回 － －

R５ ８回 216名 1,032回 1回 25名（16社）

R６ ７回 134名 960回 1回 24名（19社）

年度

  ゆる～く備える親の介護講座
名事担当者向けセミナー

企業等向け

（４）分野横断的な取組み



④終活支援事業（最期まで自分らしく生きるための支援）

47

•

•
•

•

•

（４）分野横断的な取組み



④終活支援事業（最期まで自分らしく生きるための支援）

48

※１ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、セミナーは実施せず、講座の案内を郵送

マイエンディング

ノート

発行部数
講演等

参加人数

動画

再生数 ※１

R元 12,000部 188名 －

R２ 12,000部 78名 784回

R３ 12,000部 92名 2,183回

R４ 20,000部 76名 1,519回

R５ 20,000部 135名 1,606回

R６ 20,000部 91名 2,029回

年度

終活応援セミナー

（４）分野横断的な取組み



⑤「自分で決める人生ガイド」の制作・展開
（生活課題が顕在化する前の早期からの意思表明、意思決定の啓発）

49

•

•

•

•

（４）分野横断的な取組み



⑤「自分で決める人生ガイド」の制作・展開
（生活課題が顕在化する前の早期からの意思表明、意思決定の啓発）

50

（４）分野横断的な取組み



⑥「複合課題に『気づき・つながる』研修」パッケージ
（複合課題への対応）

51

•

•

•

（４）分野横断的な取組み



⑥「複合課題に『気づき・つながる』研修」パッケージ
（複合課題への対応）

52

（４）分野横断的な取組み



53

•

•

（５）各区の取組み

各区の10年間の特徴ある取組み（平成27年度～令和6年度）



地域包括ケアで今後の対応が必要だと考えられる課題

54

（６）対応が必要だと考えられる課題（第１回推進会議時点）




